
〔
研
究
ノ
ー
ト
〕津

軽
信
政
の
修
史
事
業
と
「
東
日
流
記
」
の
成
立

―
岩
見
文
庫
本
と
高
屋
家
旧
蔵
本
の
比
較
研
究
―

工

藤

大

輔

は
じ
め
に

周
知
の
よ
う
に
、
高
屋
豊
前
浄
久
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
「
東
日
流
記
」
は
、
「
弘

つ

が

る

き

前
藩
史
」
と
し
て
編
集
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
最
も
古
い
も
の
で
あ
る
。
「
東
日
流

記
」
の
本
文
は
、『
青
森
県
史
』
資
料
編
中
世

（
以
下
、『
県
史
』
と
略
記
す
る
）

(
)

で
後
に
述
べ
る
狭
義
の
「
東
日
流
記
」
が
全
文
翻
刻
掲
載
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
利

用
の
便
が
は
か
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
ほ
か
、
『
新
青
森
市
史
』
資
料
編
2

古
代
・
中
世
（
以
下
、
『
新
市
史
』
と
略
記
す
る
）
で
も
「
編
年
史
料
」
の
中
で
そ

(
)

の
一
部
が
翻
刻
掲
載
さ
れ
る
な
ど
、
自
治
体
史
で
も
広
く
活
用
さ
れ
、
注
目
さ
れ
て

い
る
編
纂
物
史
料
で
あ
る
。

(
)

「
東
日
流
記
」
の
写
本
は
、

弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
（
以

下
、
「
弘
前
図
書
館
」
と
略

記
す
る
）
の
岩
見
文
庫
（
請

求
番
号

二
一
四

七
）

GK

－

に
架
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の

図１ 「高屋本」表紙

（
以
下
、
「
岩
見
文
庫
本
」
と
略
記
す
る
）
が
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ

り
、
右
の
『
県
史
』
『
新
市
史
』
で
も
こ
の
写
本
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か

の
写
本
に
は
、
や
は
り
弘
前
図
書
館
に
二
つ
の
写
本
が
確
認
さ
れ
る
。
一
つ
は
、
八

木
橋
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る
コ
ピ
ー
本
（
請
求
番
号

二
一
四

一
）
で
、
も
う
一

YK

－

つ
は
「
弘
前
市
史
編
纂
資
料
」
（
請
求
番
号

二
三
一

ヒ
ロ

一
〇
二
）
と
し

KK

－
－

て
筆
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
『
弘
前
図
書
館
蔵
郷
土
史
文
献
解
題
』
（
以
下
、
「
文

(
)

献
解
題
」
と
略
記
す
る
）
に
よ
れ
ば
、
後
者
の
写
本
は
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
に

写
さ
れ
た
も
の
で
、「
岩
見
文
庫
本
」
で
も
っ
て
校
合
を
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

さ
て
、
弘
前
図
書
館
に
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
写
本
の
ほ
か
に
、
さ
ら
に
も
う
一
つ

の
「
東
日
流
記
」
の
写
本
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
木
村
某
が
正
徳
二
年

（
一
七
一
二
）
に
書
写
し
た
と
い
う
も
の
で
（
図

参
照
）
、『
新
市
史
』
で
は
「
高

1

屋
家
旧
蔵
本
」
（
高
屋
邦
衛
氏
寄
贈
）
と
し
て
位
置
づ
け
る
も
の
で
あ
る
（
請
求
番

号

二
一
四

ツ
ガ
、
以
下
、「
高
屋
本
」
と
略
記
す
る
）。
こ
れ
は
、
弘
前
図
書

KK

－
館
の
資
料
目
録
で
は
「
高
屋
豊
前
の
東
日
流
記
と
は
別
本
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、

(
)

『
県
史
』
の
解
題
に
よ
れ
ば
、
「
高
屋
本
」
の
本
文
も
高
屋
豊
前
浄
久
の
手
に
よ
る

も
の
で
、
原
「
東
日
流
記
」
と
で
も
い
う
べ
き
性
格
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
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て
、
こ
の
書
が
津
軽
家
中
で
評
判
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
後
に
藩
主
信
政
の
命
に
よ

っ
て
改
訂
・
増
補
版
の
提
出
が
求
め
ら
れ
、
寛
文
年
中
に
提
出
さ
れ
た
も
の
が
「
東

日
流
記
」
で
あ
る
と
し
て
、
こ
の
「
高
屋
本
」
に
注
目
し
て
い
る
。

(
)

小
稿
も
、
こ
の
「
高
屋
本
」
に
注
目
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
と
く
に
、
「
岩
見
文

庫
本
」
と
の
構
成
上
の
違
い
な
ど
か
ら
、
寛
文
四
年
（
一
六
六
一
）
の
「
東
日
流

記
」
成
立
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
の
一
端
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

一

「
岩
見
文
庫
本
」
の
再
検
討

寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
に
藩
校
稽
古
館
が
開
校
し
た
際
に
学
校
目
付
に
な
っ
た

(
)

今
通
麿
が
、
同
三
年
に
編
ん
だ
「
津
軽
古
事
伝
記
」
に
よ
れ
ば
、「
東
日
流
記
」
は
、

(
)

高
屋
豊
前
依
命
寛
文
年
中
編
書
而
上
之
、
書
中
為
信
公
御
誕
生

東
日
流
記

ヨ
リ
信
義
公
御
入
部
迄
記
、
即
題
東
日
流
、

右
同
断
、
因
命
上
書
之
、
書
中
岩
木
山
之
初
、
御
当
家
御
先
祖

東
日
流
記
後
録

迄
書
記
、
是
即
号
東
日
流
記
後
録
、

と
あ
り
、
高
屋
豊
前
が
藩
命
に
よ
り
寛
文
年
間
に
編
集
し
た
も
の
で
、
津
軽
（
大

浦
）
為
信
の
誕
生
か
ら
信
義
の
入
部
ま
で
を
記
し
た
「
東
日
流
記
」
と
、
岩
木
山
の

由
来
・
津
軽
家
の
先
祖
を
書
き
記
し
た
「
東
日
流
記
後
録
」
の
二
つ
か
ら
成
っ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
「
封
内
事
実
秘
苑
」
巻
第
四
の
寛
文
四
年
（
一
六
六

四
）
五
月
二
十
二
日
条
に
、
高
屋
豊
前
が
「
御
先
祖
様
よ
り
之
儀
御
尋
被
仰
付
、
歴

代
覚
書
仕
差
上
申
候
、
是
世
上
ニ
而
高
屋
家
記
ト
称
セ
リ

則
日
東
流
記
・
同
後
記

之
二
巻
ナ
リ

、」
と
あ
り
、

(
)

「
東
日
流
記
」
は
「
高
屋
家
記
」
と
も
い
わ
れ
、
や
は
り
二
巻
で
も
っ
て
構
成
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
編
者
で
あ
る
高
屋
豊
前
は
、
為
信
の
代
に
八
木
橋

備
中
ら
と
と
も
に
「
当
家
四
奉
行
」
と
称
さ
れ
た
高
屋
右
近
之
丞
信
久
の
子
、
浄
久

(
)

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

(
)

さ
て
、
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
「
東
日
流
記
」
と
し
て
最
も
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
「
岩
見
文
庫
本
」
は
、

①
津
軽
御
代
々
之
事

②
東
日
流
記

③
東
日
流
記
後
録

④
為
信
・
信
枚
年
代
記
お
よ
び
津
軽
御
先
祖
記

⑤
津
軽
御
当
家
御
系
図

⑥
津
軽
郡
中
名
字
・
旧
記

⑦
岩
木
山
由
来

と
い
う
七
種
類
の
書
が
合
綴
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
い
、
②
③
が
そ
の
中
核
を
な

す
と
い
う
（
こ
の
う
ち
、
②
を
狭
義
の
「
東
日
流
記
」
と
す
る
）
。
そ
し
て
、
③
の

(
)

末
尾
に
は
「
右
一
冊
御
尋
ニ
付
承
、
覚
申
候
通
書
付
奉
差
上
候
、
以
上
、
寛
文
四
甲

辰
年
五
月
廿
二
日
」
と
あ
り
、
ま
た
、
②
の
末
尾
に
も

先
達
而
申
上
候
通
、
数
年
之
義
無
覚
束
奉
存
候
得
共
、
追
而
御
代
々
之
儀
承
覚

候
趣
可
申
上
候
旨
被
仰
付
候
ニ
付
、
則
一
冊
書
記
奉
差
上
候
、
以
上
、

高
屋
豊
前

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
東
日
流
記
」
は
藩
命
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

寛
文
四
年
五
月
に
「
後
録
」
が
成
立
し
、
そ
れ
以
前
に
狭
義
の
「
東
日
流
記
」
が
成

立
し
た
と
い
え
る
。
な
お
、
こ
の
時
期
に
「
東
日
流
記
」
が
編
集
さ
れ
た
背
景
に
は
、

寛
文
二
年
か
ら
幕
府
編
修
所
に
よ
る
『
本
朝
通
鑑
』
の
た
め
の
本
格
的
な
資
料
蒐
集

が
始
ま
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
い
わ
れ
、
単
に
津
軽
家
の
事
情
に
よ
る
も
の
だ
け
で
は
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な
く
、
幕
府
と
の
関
わ
り
も
働
い
て
い
た
と
い
う
。

(
)

さ
て
、
こ
れ
ら
「
東
日
流
記
」
「
東
日
流
記
後
録
」
を
「
津
軽
古
事
伝
記
」
の
記

事
と
比
較
し
て
み
る
と
、
ま
ず
、
②
は
、
慶
長
十
二
年
（
一
六
〇
七
）
年
に
為
信
が

京
都
で
没
す
る
ま
で
を
記
し
た
為
信
の
一
代
記
で
は
あ
る
も
の
の
、
「
津
軽
古
事
伝

記
」
に
い
う
為
信
の
誕
生
に
関
す
る
記
述
は
み
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
③
は
②
に
続
い

て
慶
長
十
三
年
の
信
枚
の
入
部
か
ら
寛
永
十
年
の
信
義
の
入
部
ま
で
を
記
し
た
も
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
概
ね
②
③
で
も
っ
て
「
津
軽
古
事
伝
記
」
の
い
う
「
東
日

流
記
」
の
部
分
を
構
成
し
て
お
り
、
③
の
「
東
日
流
記
後
録
」
は
、
「
津
軽
古
事
伝

記
」
の
い
う
「
後
録
」
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
「
岩
見
文
庫
本
」
で
「
後

録
」
と
い
う
語
は
、
②
の
本
文
中
に
、

文
禄
二
年
三
月
下
旬
、
為
信
公
御
発
駕
被
遊
、
上
方
へ
御
登
被
遊
候
へ
而
伏
見

之
御
城
に
て
上
様
へ
御
目
見
相
済
、
津
軽
御
安
堵
之
御
朱
印
被
為
成
御
頂
戴
候
、

其
節
近
衛
様
御
子
孫
之
由
に
て
御
対
顔
被
遊
、
殊
之
外
御
懇
成
御
事
に
て
、
牡

丹
之
御
紋
を
被
遣
、
夫
よ
り
牡
丹
之
御
紋
被
遊
御
用
候
、

後
録
シ
テ
而
曰
、
永
正
年
中
末
ニ
至
テ
京
都
荒
廃
ス
由
之
、
公
卿
諸
国
吟

行
、
近
衛
家
暫
合
浦
ノ
地
ニ
居
寄
玉
フ
、
此
時
有
故
親
昵
之
枢
気
ア
リ
、

後
龍
山
前

公
自
越
後
順
海
而
巡
轡
ア
リ
、
于
時
藤
崎
二
子
水
死
、
慈
母

(

嗣)

之
予
悲
悔
詠
六
首
ノ
和
謌
賜
、
則
藤
崎
寺
有
封
蔵
ト
云
云
、

(

歌)

（
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
）

と
あ
る
よ
う
に
、「
後
録
シ
テ
而
曰
」（
傍
線
部
分
）
で
は
じ
ま
る
挿
入
文
を
み
る
こ

と
が
で
き
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
い
う
「
後
録
」
も
や
は
り
③
を
指
す
も
の
で
は
な
い

よ
う
で
、
む
し
ろ
「
東
日
流
記
」
成
立
後
、
「
岩
見
文
庫
本
」
の
本
文
に
至
る
ま
で

の
あ
る
段
階
で
書
き
加
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
の
「
後
録
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

「
岩
見
文
庫
本
」
の
こ
う
し
た
構
成
に
つ
い
て
、「
文
献
解
題
」
で
は
、「
後
録
」
は

欠
け
て
い
る
と
評
し
て
い
る
の
も
、
「
津
軽
古
事
伝
記
」
と
の
比
較
の
上
で
い
う
と

肯
け
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
①
の
前
、
す
な
わ
ち
「
岩
見
文
庫
本
」
の
冒
頭
に
は
、
『
津
軽
一
統

志
』
巻
第
八
「
信
牧
公
天
海
大
僧
正
へ
御
値
偶
且
水
聞
持
修
法
」
が
載
せ
ら
れ
て
お

(

求)

り
、
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
「
岩
見
文
庫
本
」
は
明
ら
か
に
後
の
編
集
の
手
が
加
わ

っ
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
岩
見
文
庫
本
」
の
②
③
の
本
文

は
、
「
津
軽
古
事
伝
記
」
の
い
う
「
東
日
流
記
」
の
う
ち
、
為
信
の
一
代
記
を
「
東

日
流
記
」
と
し
て
独
立
さ
せ
、
信
枚
・
信
義
の
記
述
を
「
東
日
流
記
後
録
」
と
す
る

本
文
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
「
津
軽
古
事
伝
記
」
の
い
う
「
後
録
」
に
は
「
岩
木
山
之
初
」
と
「
御
当

家
御
先
祖
」
、
す
な
わ
ち
岩
木
山
の
由
来
と
津
軽
家
の
先
祖
に
関
す
る
記
述
を
含
む

も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
岩
見
文
庫
本
」
で
い
え
ば
④
⑤
⑦
と
い
っ
た
と
こ
ろ
が

こ
れ
に
相
当
す
る
可
能
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
「
岩
見
文
庫
本
」

で
は
、
さ
き
に
み
た
③
の
末
尾
の
文
言
か
ら
い
っ
て
も
、
④
⑤
⑦
を
も
っ
て
「
東
日

流
記
後
録
」
と
意
識
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

そ
こ
で
、
つ
ぎ
に
、
「
岩
見
文
庫
本
」
の
こ
う
し
た
構
成
上
の
問
題
点
を
ふ
ま
え

な
が
ら
、「
高
屋
本
」
を
み
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

二

「
高
屋
本
」
の
成
立
と
信
政
に
よ
る
修
史
事
業

さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
高
屋
本
」
は
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
に
書
写
さ
れ

た
も
の
で
、
高
屋
家
旧
蔵
本
と
し
て
位
置
づ
け
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
冒
頭
に
は
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「
天
文
拾
九
年
、
為
信
公
様
御
誕
生
」
と
短
い
一
文
で
は
あ
る
が
為
信
の
誕
生
に
関

す
る
記
述
が
あ
り
、
「
津
軽
古
事
伝
記
」
の
説
明
に
一
致
す
る
。
た
だ
、
信
義
の
入

部
の
記
述
は
な
く
、
元
和
元
・
二
年
（
一
六
一
五
・
一
六
）
の
飢
饉
に
関
す
る
記
述

で
終
わ
っ
て
お
り
、
こ
の
点
は
「
津
軽
古
事
伝
記
」
の
説
明
と
は
一
致
し
て
い
な
い
。

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
記
述
の
後
に
岩
木
山
の
由
来
と
「
御
先
祖
記
」
が
続
き
、
構
成

と
し
て
は
「
津
軽
古
事
伝
記
」
の
い
う
「
東
日
流
記
後
録
」
、
さ
ら
に
は
「
岩
見
文

庫
本
」
の
分
類
で
い
う
⑤
⑦
と
の
共
通
性
を
も
う
か
が
わ
せ
る
。
な
お
、
「
御
先
祖

記
」
は
、
光
信
か
ら
信
政
ま
で
の
津
軽
家
歴
代
に
関
す
る
記
述
と
と
も
に
、
高
屋
家

の
由
緒
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
も
本
書
が
高
屋
豊
前
の
手
に
よ
っ
て

書
か
れ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
岩
木
山
の
由
来
に
つ
い
て
は
、

一
、
御
国
岩
木
山
之
御
本
地
遊
辺
之
森
と
申
而
、
鬼
神
住
居
の
人
を
取
申
ニ
付
、

右
之
訳
都
へ
聞
へ
篠
原
之
ち
よ
く
し
に
茎
之
長
者
と
申
候
、
其
子
に
花
若
殿

(

ヵ)

と
申
而
御
坐
候
、
然
は
花
若
殿
住
吉
・
天
王
寺
之
御
夢
相
ニ
而
奥
州
へ
遊
辺

之
鬼
出
人
馬
を
取
申
候
間
、
右
之
鬼
討
可
申
由
御
夢
相
ニ
付
、
花
若
殿
上
下

(
ヵ)

六
人
に
て
深
浦
へ
下
着
被
成
候
、
夫
よ
り
大
浦
ニ
而
奥
州
勢
を
催
、
大
勢
ニ

而
責
登
被
成
候
得
共
、
其
印
無
之
候
故
、
間
山
へ
御
越
被
成
候
得
は
、
中
春

之
頃
追
而
御
夢
相
に
は
、
し
や
く
杖
之
印
幡
字
之
籏
立
責
上
候
は
、
可
然
由

マ
ン

ニ
付
右
之
印
を
立
、
又
々
大
勢
を
以
テ
責
給
へ
は
無
事
故
鬼
神
を
平
ケ
、
鬼

の
末
の
子
に
九
拾
歳
に
成
申
を
た
す
け
、
起
請
文
を
取
赤
倉
之
大
将
に
被
成

娘

候
所
ニ
、
岩
木
之
判
官
正
氏
之
娘
案
寿
之
姫
飛
来
給
ひ
、
権
現
と
あ
ら
わ
れ

給
い
候
由
、
明
暦
四
年
迄
弐
千
五
百
七
拾
四
年
ニ
成
、

と
あ
る
（
図

参
照
）
。「
岩
見
文
庫
本
」
の
⑦
と
は
個
々
の
文
言
に
は
異
同
が
多
く

2

み
ら
れ
る
が
、
ま
ず
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
末
尾
の
「
明
暦
四
年
迄
弐
千
五
百
七

拾
四
年
ニ
成
」
と
い
う
部
分
で
あ
り
、
「
高
屋
本
」
の
本
文
が
明
暦
四
年
（
万
治
元

・
一
六
五
八
）
こ
ろ
に
成
立
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

弘
前
藩
で
は
、
二
代
藩
主
信
枚
が
古
記
の
蒐
集
を
行
い
、
原
初
的
な
史
書
編
纂
を

目
指
し
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
寛
永
四
年
（
一
六
二

(
)

七
）
九
月
五
日
に
弘
前
城
本
丸
の
天
守
閣
が
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
際
、
そ
れ

ま
で
家
中
に
提
出
を
求
め
て
き
た
「
古
代
之
記
録
・
諸
士
之
感
状
・
系
図
・
伝
書
」

(
)

が
す
べ
て
類
焼
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
四
代
藩
主
信
政
の
代
と
な
り
、
「
高
岡

様
御
代
に
至
て
御
普
代
御
立
可
被
成
思
召
ニ
て
、
右
旧
記
江
戸
へ
御
持
参
之
処
、
江

信
政
公
事

戸
表
出
火
之
砌
御
屋
鋪
御
類
焼
ニ
て
又
々
御
焼
失
ニ
及
申
候
、
」
と
あ
る
よ
う
に
、

(
)

信
枚
の
こ
ろ
に
蒐
集
し
た
古
記
録
類
を
江
戸
へ
運
ん
だ
が
、
今
度
は
明
暦
三
年
の
江

戸
の
大
火
に
よ
っ
て
こ
れ
ら

も
焼
失
し
た
と
い
う
。
そ
の

後
、
信
政
は
再
度
旧
記
を
蒐

集
し
て
自
身
で
こ
れ
を
十
冊

に
ま
と
め
、
さ
ら
に
は
家
中

の
先
祖
の
名
前
や
事
蹟
な
ど

の
調
査
を
一
生
を
か
け
て
続

け
た
と
い
う
。
こ
の
と
き
の

(
)

信
政
は
、
単
に
古
い
時
期
の

こ
と
が
知
り
た
い
と
い
う
よ

う
な
好
事
的
な
目
的
で
旧
記

の
蒐
集
を
行
っ
て
い
た
の
で

図２ 「岩木山の由来」冒頭部分
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は
な
く
、
弘
前
藩
の
本
格
的
な
修
史
事
業
を
構
想
し
て
い
た
と
い
う
。

(
)

以
上
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
「
高
屋
本
」
の
本
文
は
信
政
の
古
記
録
蒐
集

と
軌
を
一
に
す
る
か
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
明
暦
三

年
の
江
戸
の
大
火
の
後
に
信
政
が
再
度
旧
記
の
蒐
集
を
始
め
た
ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
、

高
屋
豊
前
の
手
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
も
の
が
、
「
高
屋
本
」
に
代
表
さ
れ
る
本
文

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
二
つ
に
は
何
ら
か
の
か
か
わ
り
が
あ
っ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
、
高
屋
豊
前
が
信
政
の
求
め
に
応
じ
た
も
の
が
、
こ
の

「
高
屋
本
」
系
の
本
文
を
持
つ
「
東
日
流
記
」
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ぎ
に
、「
高
屋
本
」
の
本
文
を
少
し
詳
し
く
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、「
高
屋
本
」
は
元
和
二
年
で
記
述
が
終
わ
っ
て
お
り
、

信
義
の
入
部
に
関
す
る
記
述
が
な
い
。
加
え
て
、
天
正
六
年
（
一
五
七
八
）
の
浪
岡

城
攻
め
の
叙
述
を
み
て
み
る
と
、

一
、
同
年
浪
岡
御
所
を
御
討
取
可
被
成
之
由
ニ
而
、
浪
岡
本
九
日
町
・
四
日
町

・
佐
野
・
小
荒
木
等
之
盗
人
・
博
奕
打
并
御
手
寄
之
忍
之
者
佐
兵
衛
・
勘
解

由
左
衛
門
被
仰
付
、
た
は
か
り
つ
れ
参
此
方
ニ
而
博
奕
打
せ
可
申
候
、
左
候

は
我
等
も
相
手
に
成
打
度
由
被
仰
聞
候
得
は
、
浪
岡
之
博
奕
打
共
拾
人
計
つ

れ
参
を
早
々
城
内
へ
御
召
入
被
成
候
而
、
博
奕
御
打
被
成
候
、
依
之
相
残
ル

博
奕
打
共
も
参
候
を
相
手
に
被
成
候
、
態
と
博
奕
に
御
ま
け
被
成
候
ニ
付
、

拾
人
之
者
共
銭
を
大
分
ニ
持
罷
帰
申
候
、
相
残
博
奕
打
共
を
ひ
そ
か
に
御
前

へ
被
召
寄
、
其
折
節
被
仰
出
候
は
「
□
方
之
城
を
ふ
ミ
つ
ふ
し
可
申
間
、
其

(

挿
入)

方
共
は
火
を
か
け
不
申
内
に
城
中
へ
走
り
込
、
思
う
ま
ゝ
に
ら
ん
は
う
仕
可

然
之
由
被
仰
出
候
得
は
、
」
博
奕
打
共
上
意
之
旨
承
、
何
方
へ
成
共
御
出
可

被
遊
之
由
申
上
候
得
は
、
其
時
御
意
被
遊
候
は
、
来
年
迄
ニ
被
仕
置
候
、
か

の
者
共
数
多
聞
合
、
百
人
計
寄
合
て
御
意
之
程
を
待
兼
、
大
浦
様
へ
参
急
ニ

御
立
可
被
遊
之
旨
申
上
候
得
は
、
為
信
公
様
御
意
被
遊
候
は
、
御
所
は
び
く

に
同
前
之
人
な
れ
共
譜
代
之
者
共
大
勢
有
に
よ
り
、
か
ろ
し
め
□
て
□
候
、

併
其
方
共
左
様
ニ
申
依
テ
手
立
を
可
計
候
、
先
其
方
共
は
焼
ね
前
に
押
込
お

し
き
物
を
思
儘
に
取
可
申
被
仰
出
候
得
は
、
猶
も
此
者
共
う
れ
し
く
て
如
何

様
に
も
御
意
之
通
ニ
可
仕
之
由
申
上
候
、
為
信
様
御
意
被
成
候
は
、
此
七
月

廿
日
に
馬
を
出
申
候
間
、
其
方
抔
爰
か
し
こ
に
走
入Â

Ã

大
浦
の
勢
参
、
油

川
・
新
城
を
焼
失
可
被
成
由
、
皆
も
何
方
へ
成
共
逃
候
は
可
然
由
ニ
而
、
爰

か
し
こ
よ
り
ど
ゝ
め
き
申
候
得
は
、
浜
の
者
共
子
共
を

逆

に
抱
走
り
候
得

サ
カ
サ

共
、
善
九
郎
是
を
見
て
お
と
ろ
き
、
浜
ノ
方
ノ

柵

の
木
を
破
り
手
廻
計
ニ

シ
ヤ
ク

而
小
船
に
乗
て
田
名
部
へ
退
キ
申
候
、
其
跡
新
城
之
者
共
乱
望
仕
候
、
大
浦

シ
リ
ソ
キ

(

妨)

よ
り
壱
人
も
不
参
候
故
、
翌
日
は
町
之
者
共
家
々
へ
帰
、
寄
合
て
腹
留
抱
申

候
、
其
後
善
九
郎
南
部
ニ
而
成
敗
ニ
及
申
候
由
、
扨
又
扨
又
高
田
・
荒
川
・

セ
イ
ハ
イ

(

マ
マ)

横
内
之
侍
共
大
浦
様
へ
御
礼
ニ
罷
出
候
、
堤
弾
正

左
右

衛
門
居
城
明
被
申
候
、

(

マ
マ
、
以
下
同)

其
頃
野
内
迄
御
領
内
ニ
被
成
候
、
此
弾
正
左
右
衛
門
親
は
鬼
孫
六
申
者
に
て
、

武
田
甚
三
郎
様
御
陣
之
時
御
供
ニ
御
付
被
遣
候
、
同
山
口
三
郎
左
右
衛
門
と

申
者
召
つ
れ
ら
れ
、
三
郎
左
右
衛
門
も
討
死
仕
候
、
其
節
之
働
ニ
付
南
部
ニ

節

而
鬼
孫
六
と
申
■
■
な
ら
し
候
、
弾
正
左
右
衛
門
仙
覚
院
様
御

述
懐

出
シ

シ
ウ
ク
ハ
イ

テ
居
城
明
申
候
、
其
後
為
信
公
様
御
対
面
不
被
成
牢
人
ニ
而
御
捨
被
遊
候
、

（
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
）

と
あ
る
（
図

参
照
）
。
そ
し
て
、
傍
線
部
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
叙
述
に
は

3

油
川
城
攻
め
と
外
浜
平
定
に
関
す
る
記
述
が
混
入
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。

こ
れ
は
単
に
書
写
段
階
で
の
誤
写
な
の
か
、
こ
の
よ
う
な
本
文
が
実
際
に
伝
わ
っ
て
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き
た
も
の
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
奥
瀬
善
九
郎
の
初
見
が
「
善
九
郎
」
と
な
っ

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
察
す
る
と
、
誤
写
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
意
味
で
は
、
「
高
屋
本
」
は
こ
の
系
統
の
本
文
の
写
本
と
し
て
は
必
ず
し
も
善
本

と
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
内
容
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
弘
前
藩
史
」
が
共
通
し
て

伝
え
る
、
為
信
が
津
軽
を
統
一
し
た
と
す
る
天
正
十
三
年
よ
り
後
の
記
述
に
つ
い
て

い
う
と
、
天
正
十
四
年
の
碇
ヶ
関
（
矢
立
峠
）
の
整
備
、
天
正
十
五
年
の
為
信
に
よ

(
)

る
猿
賀
神
宮
寺
十
二
坊
の
破
却
改
易
と
、
真
言
宗
へ
の
改
宗
に
関
す
る
記
述
な
ど
、

「
東
日
流
記
」
を
は
じ
め
と
す
る
ほ
か
の
「
弘
前
藩
史
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
津
軽

地
域
に
関
わ
る
記
述
が
「
高
屋
本
」
に
は
な
い
。
ま
た
、
特
に
顕
著
な
の
は
、
慶
長

五
年
（
一
六
〇
〇
）
の
尾
崎
喜
蔵
ら
の
反
乱
や
、
同
十
七
年
の
高
坂
蔵
人
の
乱
な
ど

の
い
わ
ゆ
る
お
家
騒
動
的
な

記
述
に
つ
い
て
は
一
切
記
述

が
な
い
こ
と
で
あ
る
（
も
ち

ろ
ん
、
「
岩
見
文
庫
本
」
②

③
の
「
東
日
流
記
」
に
は
こ

れ
ら
の
記
述
は
存
在
す
る
）
。

幕
藩
体
制
の
成
立
期
に
各

藩
で
頻
発
し
た
お
家
騒
動
は
、

こ
れ
を
克
服
す
る
こ
と
で
大

名
領
領
主
権
の
確
立
を
図
っ

た
と
い
わ
れ
る
。
し
た
が
っ

(
)

て
、
仮
に
こ
の
よ
う
な
こ
と

図３ 「浪岡城攻め」冒頭部分

を
自
藩
の
歴
史
に
記
録
と
し
て
残
し
て
お
こ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
す
ぐ

れ
て
藩
の
意
向
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
高

屋
本
」
は
こ
う
し
た
藩
の
意
向
が
入
り
込
む
以
前
の
本
文
を
伝
え
る
も
の
で
あ
り
、

寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
に
成
立
し
た
と
い
う
「
東
日
流
記
」
に
至
る
ま
で
の
本
文

の
増
補
・
改
訂
は
、
一
つ
に
は
藩
に
よ
る
修
史
事
業
（
＝
藩
の
意
向
）
で
あ
る
こ
と

を
反
映
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
プ
ロ

セ
ス
の
中
で
、
編
者
で
あ
る
高
屋
豊
前
は
、
信
政
が
蒐
集
し
た
古
記
録
を
目
に
す
る

機
会
を
得
、
そ
れ
ら
に
よ
る
知
見
と
藩
の
意
向
を
ふ
ま
え
、
「
高
屋
本
」
を
増
補
・

改
訂
す
る
形
で
再
構
成
し
、
つ
い
に
最
初
の
「
弘
前
藩
史
」
と
い
う
べ
き
「
東
日
流

記
」
を
完
成
さ
せ
た
と
考
え
た
い
。

三

「
高
屋
本
」
と
類
似
の
本
文
を
持
つ
も
う
一
つ
の
写
本

さ
て
、
こ
の
「
高
屋
本
」
の
本
文
系
統
と
よ
く
似
た
本
文
が
も
う
一
つ
あ
る
。
さ

き
に
示
し
た
「
岩
見
文
庫
本
」
の
④
⑤
⑦
の
箇
所
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
⑤

⑦
が
「
高
屋
本
」
の
構
成
と
似
て
い
る
こ
と
は
さ
き
に
触
れ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
④

（
以
下
、
④
を
「
年
代
記
」
と
す
る
）
の
本
文
に
注
目
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

「
年
代
記
」
は
「
高
屋
本
」
と
お
な
じ
く
為
信
の
誕
生
か
ら
筆
を
起
こ
し
、
津
軽
氏

を
中
心
と
し
た
年
代
記
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
寛
永
十
年
（
一
六
三
三
）
十
月
三

日
の
信
義
の
入
部
で
終
わ
っ
て
い
る
（
こ
の
後
に
高
屋
家
の
由
緒
な
ど
の
記
述
が
み

ら
れ
る
）
。
こ
の
点
は
、
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
で
終
わ
っ
て
い
る
「
高
屋
本
」

と
は
異
な
り
、
全
体
構
成
は
「
津
軽
古
事
伝
記
」
の
い
う
「
東
日
流
記
」
の
説
明
と

一
致
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
さ
き
に
述
べ
た
「
高
屋
本
」
の
本
文
の



－ 33 －

特
徴
で
あ
る
、
天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
よ
り
後
の
津
軽
地
域
に
関
す
る
記
述
や
、

お
家
騒
動
的
な
記
述
は
や
は
り
こ
の
「
年
代
記
」
で
も
見
ら
れ
な
い
。

さ
ら
に
、
「
年
代
記
」
の
本
文
の
特
徴
は
、
た
と
え
ば
、
天
正
三
年
正
月
の
大
光

寺
城
攻
め
か
ら
同
十
三
年
五
月
の
田
舎
館
城
攻
め
ま
で
の
記
述
が
、
「
高
屋
本
」
や

「
岩
見
文
庫
本
」
の
狭
義
の
「
東
日
流
記
」
と
は
異
な
り
、
た
と
え
ば
、
天
正
三
年

の
大
光
寺
城
攻
め
と
、
そ
れ
に
続
く
同
六
年
の
浪
岡
城
攻
め
の
記
述
に
関
し
て
は
、

天
正
三
年
、
為
信
公
様
廿
九
歳
の
御
時
、
大
光
寺
敗
軍
、
正
月
朔
日
に
御
家
臣

に
瀧
本
播
摩
と
い
ふ
侍
名
あ
る
士
也
、
瀧
本
に
御
逢
被
成
候
ハ
ヽ
御
難
義
可
被

(

磨)

遊
候
、

天
正
六
年
浪
岡
御
所
を
ハ
細
越
と
い
ふ
侍
ニ
被
仰
付
候
、
其
方
請
取
秋
田
へ
連

こ
し
切
腹
可
為
仕
之
旨
御
意
に
て
、
右
之
通
殺
害
す
、

と
い
う
よ
う
に
、
大
光
寺
城

攻
め
で
は
為
信
勢
が
暦
の
違

い
を
利
用
し
て
奇
襲
攻
撃
を

仕
掛
け
た
と
か
、
さ
き
に

「
高
屋
本
」
の
本
文
を
紹
介

し
た
浪
岡
城
攻
め
で
は
、
為

信
が
博
奕
打
な
ど
を
取
り
込

ん
で
城
攻
め
を
行
っ
た
と
い

う
よ
う
な
、
「
弘
前
藩
史
」

で
は
お
な
じ
み
の
記
述
が
な

く
、
極
め
て
簡
素
に
ま
と
め

ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

図４ 「年代記」の「大光寺城攻め」と「浪岡城攻め」

あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
右
の
部
分
で
は
図

か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
文
禄
三
年

4

（
一
五
九
四
）
と
慶
長
四
年
（
一
五
九
九
）
の
記
述
の
間
に
挟
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
事
項
の
配
置
が
編
年
体
を
崩
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
天
正
十
三
年
の
浅
瀬

石
城
の
戦
い
に
関
す
る
記
述
は
、
寛
文
十
年
の
信
義
の
入
部
の
後
に
配
置
さ
れ
て
い

る
。
し
か
も
、
近
年
注
目
さ
れ
て
い
る
、
浅
瀬
石
城
で
領
主
と
と
も
に
民
衆
が
南
部

勢
に
抵
抗
す
る
と
い
う
記
述
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
こ
に
記
述
さ
れ
て
い
る
の
は
、
戦

(
)

の
後
に
大
和
守
と
息
子
と
の
会
話
を
中
心
と
す
る
部
分
で
、
そ
の
よ
う
す
を
為
信
が

遠
く
か
ら
見
て
い
る
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
年
代
記
」
で
は
直
接
的
に

為
信
が
関
わ
っ
て
い
な
い
事
項
・
内
容
に
つ
い
て
は
記
述
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
お
な
じ
く
、
浪
岡
城
攻
め
に
関
す
る
記
述
で
、
こ
れ
も
や
は
り
「
弘
前
藩

史
」
で
お
な
じ
み
の
、
浪
岡
城
が
落
城
す
る
際
に
油
川
城
を
訪
れ
て
い
た
北
畠
左
近

顕
則
（
浪
岡
御
所
の
弟
の
子
）
が
、
姉
の
行
方
を
捜
索
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
記
述

は
一
切
な
い
。
「
岩
見
文
庫
本
」
で
は
こ
の
部
分
を
含
ん
で
い
る
が
、
実
は
「
岩
見

文
庫
本
」
の
そ
れ
は
、
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
に
添
田
儀
左
衛
門
が
著
し
た
『
愚

耳
旧
聴
記
』
か
ら
の
挿
入
で
あ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
部
分
に
関
し
て
い

(
)

え
ば
、
「
年
代
記
」
は
「
東
日
流
記
」
本
来
の
姿
を
と
ど
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。
ち
な
み
に
、
「
高
屋
本
」
で
は
、
さ
き
に
浪
岡
城
攻
め
の
部
分
を
紹
介
し

た
が
、
こ
れ
に
は
誤
写
に
よ
っ
て
油
川
城
攻
め
の
記
述
が
混
入
し
て
い
る
た
め
、
該

当
部
分
に
つ
い
て
は
確
認
が
で
き
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
み
て
み
る
と
、
「
高
屋
本
」
と
「
年
代
記
」
と
の
本
文
系
統
に
関

し
て
い
え
ば
、
高
い
近
親
性
は
み
ら
れ
る
も
の
の
、
と
く
に
、
天
正
三
年
か
ら
十
三

年
ま
で
の
配
置
・
記
述
の
内
容
を
み
る
か
ぎ
り
、
「
年
代
記
」
の
本
文
は
い
ま
だ
整
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理
さ
れ
て
お
ら
ず
、
「
高
屋
本
」
に
先
行
す
る
本
文
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

(
)

し
た
が
っ
て
、
明
暦
三
年
か
ら
四
年
こ
ろ
に
、
「
年
代
記
」
か
ら
「
高
屋
本
」
と
移

行
す
る
本
文
が
成
立
し
、
そ
の
後
信
政
の
蒐
集
し
た
も
の
を
取
り
込
み
、
一
方
で
は

高
屋
家
自
身
の
由
緒
は
削
除
さ
れ
、
つ
い
に
「
弘
前
藩
史
」
と
し
て
の
体
裁
を
整
え

た
「
東
日
流
記
」
が
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
に
成
立
し
た
。
そ
の
意
味
で
、
「
東

日
流
記
」
の
成
立
は
、
『
県
史
』
や
『
新
市
史
』
が
い
う
「
高
屋
本
」
が
家
中
で
評

判
に
な
っ
た
こ
と
が
契
機
と
な
っ
て
、
後
に
提
出
を
求
め
ら
れ
た
と
す
る
評
価
よ
り

も
、
む
し
ろ
藩
主
信
政
に
よ
る
修
史
事
業
構
想
と
い
う
文
脈
の
中
で
、
そ
の
連
続
面

と
し
て
と
ら
え
て
お
き
た
い
。

む
す
び
に
か
え
て

寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
に
成
立
し
た
と
い
う
「
東
日
流
記
」
は
、
「
年
代
記
」

「
高
屋
本
」
と
い
っ
た
明
暦
三
・
四
年
（
一
六
五
七
・
五
八
）
こ
ろ
に
高
屋
豊
前
浄

久
が
編
集
し
た
も
の
を
ベ
ー
ス
と
し
、
こ
れ
を
「
弘
前
藩
史
」
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い

も
の
に
再
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
高

屋
豊
前
に
よ
る
「
高
屋
本
」
系
統
の
本
文
の
成
立
は
、
藩
主
信
政
の
修
史
事
業
と
軌

を
一
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
信
政
の
旧
記
蒐
集
を
意
識
し
た
な
か
で
編

集
さ
れ
た
も
の
と
み
て
い
い
の
で
は
な
い
か
。
実
証
的
に
明
ら
か
に
は
で
き
な
か
っ

た
も
の
の
、
「
高
屋
本
」
は
信
政
の
求
め
に
応
じ
て
提
出
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
た
い
。
そ
の
意
味
で
、
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
以
降
の
信
政
の
修
史
事
業
は
、

高
屋
豊
前
と
と
も
に
進
め
ら
れ
、
ま
さ
に
「
東
日
流
記
」
の
成
立
を
も
っ
て
一
応
の

実
を
結
ん
だ
と
い
っ
て
は
大
げ
さ
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
現
在
、「
東
日
流
記
」
と
し
て
知
ら
れ
る
「
岩
見
文
庫
本
」
は
、「
東
日
流

記
」「
東
日
流
記
後
録
」（
②
③
）
の
部
分
の
み
が
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
て
き
た
が
、

「
高
屋
本
」
と
お
な
じ
く
原
「
東
日
流
記
」
と
で
も
い
う
べ
き
性
格
の
本
文
（
④
⑤

⑦
）
も
こ
れ
に
合
綴
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
「
岩
見

文
庫
本
」
は
、
さ
き
に
示
し
た
『
津
軽
一
統
志
』
の
本
文
や
「
津
軽
郡
中
名
字
」

（
⑥
）
、
さ
ら
に
は
『
愚
耳
旧
聴
記
』
の
本
文
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
そ
れ
自

体
後
の
編
集
の
手
が
加
わ
っ
て
お
り
、
②
③
の
「
東
日
流
記
」
に
し
て
も
、
寛
政
三

年
（
一
七
九
一
）
の
「
津
軽
古
事
伝
記
」
が
い
う
そ
れ
と
は
構
成
が
異
な
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
「
岩
見
文
庫
本
」
の
本
文
構
成
へ
と
至
る
「
東
日
流
記
」
の
再
構
成
と
い

っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
小
稿
に
お
い
て

は
、
「
弘
前
藩
史
」
成
立
の
一
端
を
「
高
屋
本
」
の
本
文
を
通
じ
て
垣
間
見
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

註（

）
青
森
県
史
編
さ
ん
中
世
部
会
編
、
青
森
県
発
行
、
二
〇
〇
五
年
。

1
（

）
新
青
森
市
史
編
集
委
員
会
編
、
青
森
市
発
行
、
二
〇
〇
五
年
。

2
（

）
「
東
日
流
記
」
を
用
い
た
個
別
研
究
と
し
て
は
、
工
藤
弘
樹
「
元
亀
・
天
正
年
間

3
の
南
津
軽
地
域
―
編
纂
物
・
由
緒
書
の
な
か
の
戦
国
時
代
―
」（
『
弘
前
大
学
国
史
研

究
』
一
二
〇
号
、
二
〇
〇
六
年
）
、
同
「
戦
国
大
名
と
わ
た
り
あ
っ
た
村
々
―
「
由

緒
書
抜
」
に
み
る
戦
国
時
代
の
村
落
―
」
（
長
谷
川
成
一
監
修
『
図
説

弘
前
・
黒

石
・
中
南
津
軽
郡
の
歴
史
』、
郷
土
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（

）
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
編
・
発
行
、
一
九
七
〇
年
。

4
（

）
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
編
『
弘
前
図
書
館
郷
土
資
料
目
録

弘
前
図
書
館
一
般

5

12

郷
土
資
料
目
録
そ
の

』（
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
、
一
九
八
五
年
）。

4
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（

）（

）
に
お
な
じ
、「
東
日
流
記
」
解
題
（
斉
藤
利
男
氏
執
筆
分
担
）。

6

1

（

）『
弘
前
図
書
館
蔵
郷
土
史
文
献
解
題
』（
注
（

）
に
お
な
じ
）。

7

4

（

）
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵
古
図
書
保
存
会
文
庫
「
津
軽
古
事
伝
記

壱
」。

8
（

）
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵
八
木
橋
文
庫
。

9
（

）
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵
八
木
橋
文
庫
『
津
軽
一
統
志
』
巻
第
六
。

10
（

）（

）
に
お
な
じ
。

11

2

（

）（

）
に
お
な
じ
。

12

2

（

）（

）
に
お
な
じ
。

13

1

（

）
長
谷
川
成
一
「
近
世
奥
羽
大
名
家
の
自
己
認
識
―
北
奥
と
南
奥
の
比
較
か
ら
―
」

14
（
同
『
北
奥
羽
の
大
名
と
民
衆
』、
清
文
堂
、
二
〇
〇
八
年
）。

（

）
弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
蔵
八
木
橋
文
庫
『
封
内
事
実
秘
苑
』
巻
之
二
、
寛
永
四
年

15
九
月
五
日
条
。

（

）（

）
に
お
な
じ
。

16

15

（

）（

）
に
お
な
じ
。

17

15な
お
、
信
政
が
ま
と
め
た
十
冊
に
つ
い
て
は
現
存
し
な
い
上
、
ほ
か
に
関
連
す
る

記
述
が
な
い
の
で
目
下
不
明
で
あ
る
と
い
う
（
前
掲
（

）
長
谷
川
論
文
）。

14

（

）（

）
に
お
な
じ
。

18

14

（

）
『
封
内
事
実
秘
苑
』
で
は
天
正
十
八
年
と
す
る
が
、
こ
こ
で
は
「
東
日
流
記
」
の

19
記
事
の
年
代
に
し
た
が
っ
た
。

（

）
長
谷
川
成
一
『
弘
前
藩
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
）。

20
（

）
真
島
芳
恵
氏
は
、『
津
軽
一
統
志
』『
津
軽
偏
覧
日
記
』
の
記
事
な
ど
か
ら
、
こ
の

21
戦
で
民
衆
が
兵
力
と
し
て
領
主
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
女
性
も
城
中
で
城
を
守
る

と
い
う
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
（
「
津
軽
戦
国
期
女
性
の
現
実
と
虚

像
―
「
健
気
な
る
女
」
と
「
猛
き
女
の
戦
場
」
―
」
、『
東
奥
義
塾
史
報
』
三
号
、
一

九
九
八
年
）。

（

）（

）
に
お
な
じ
。

22

6

（

）
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
高
屋
本
」
は
信
義
の
入
部
の
記
事
が
欠
け
て
お
り
、

23
「
津
軽
古
事
伝
記
」
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
東
日
流
記
」
の
本
文
と
し
て
は
十
分
で
は

な
い
。
た
だ
、
こ
れ
も
さ
き
に
浪
岡
城
攻
め
の
記
述
に
関
す
る
部
分
で
述
べ
た
よ
う

に
「
高
屋
本
」
の
写
本
と
し
て
の
質
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
留
保
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
今
後
の
課
題
と
し

て
お
き
た
い
。

（
く
ど
う
・
だ
い
す
け

青
森
市
史
編
さ
ん
室
非
常
勤
嘱
託
員
）


